
〔様式７〕

件名又は品目 契約年月日 契約金額（円） 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約理由 備考

健康保険給付等の窓口における申
請・届出の受付・相談業務委託契約
予定数量：4,808ｈ

平成26年4月1日

１時間＠1,700
交通費１人１会場＠1,000

管理費１月＠70,000円及び
配置人数１名1月＠6,000円

（税別）

随意契約 平成27年3月31日
岡山県内

各年金事務所

岡山県社会保険労務士会
岡山県岡山市北区野田屋町2-11-13
旧岡山あおば生命ビル７階

専門知識が必要な業務の委託であり、岡山県
社会保険労務士会のみが、当該業務を円滑か
つ適正に実施でき、会計規程第22条第1項に該
当するため。

単価契約
予定調達金額　10,575,201円

一部単価契約
予定数量1,000件
予定調達金額　2,484,000円

予定数量：960人
予定調達金額　11,024,640円

予定数量：2,250人
予定調達金額　25,839,000円

予定数量：1,914人
予定調達金額　21,980,376円

予定数量：360人
予定調達金額　4,134,240円

予定数量：960人
予定調達金額　11,024,640円

予定数量：1,620人
予定調達金額　18,604,080円

予定調達金額　1,944,000円

＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
社会医療法人　光生病院
岡山県岡山市北区厚生町3-8-35

平成26年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　鈴木　啓三郎
岡山市北区本町６－３６　第一セントラルビル８階

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日

（医）明芳会佐藤病院
岡山県岡山市南区築港栄町2-13

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
岡山医療生活協同組合　総合病院岡
山協立病院
岡山県岡山市中区赤坂本町8-10

随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）創和会重井医学研究所附属病院
岡山県岡山市南区山田2117

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
一般財団法人操風会岡山旭東病院
岡山県岡山市中区倉田567-1

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484

岡山市医師会総合メディカルセンター
岡山県岡山市中区古京町1-1-10-201

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

ⅠＴを活用した特定保健指導の効
率化業務

平成26年4月1日

ランニング費用
800,000円（税別）

web使用料一件当たり
1,500円（税別）

随意契約 平成27年3月31日
全国健康保険協

会岡山支部

富士通株式会社岡山支社
岡山県岡山市北区磨屋町10番12号
交通オアシスビル3階

当該契約は、平成25年7月31日に企画競争に
より契約したもので、平成27年3月31日まで更
新ができる契約であることから、会計規程第22
条第1項に該当するため。

債権回収催告等委任契約 平成26年4月1日
1月あたり

150,000円（税別）
随意契約 平成27年3月31日

太陽綜合法律事
務所

太陽綜合法律事務所
岡山県岡山市北区本町6-36
第一セントラルビル2階

当該業務は、業務の性質上、他者との契約が
困難であることにより、会計規程第22条第1項
に該当するため。

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約
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〔様式７〕

件名又は品目 契約年月日 契約金額（円） 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約理由 備考

平成26年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　鈴木　啓三郎
岡山市北区本町６－３６　第一セントラルビル８階

予定数量：960人
予定調達金額　11,024,640円

予定数量：1,200人
予定調達金額　13,780,800円

予定数量：14,120人
予定調達金額　162,154,080円

予定数量：1,800人
予定調達金額　20,671,200円

予定数量：1,160人
予定調達金額　13,321,440円

予定数量：4,700人
予定調達金額　53,974,800円

予定数量：2,400人
予定調達金額　27,561,600円

予定数量：8,000人
予定調達金額　91,872,000円

予定数量：1,200人
予定調達金額　13,780,800円

平成26年4月1日

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
岡山クリニック
岡山県倉敷市笹沖461-1

随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
公益財団法人岡山県健康づくり財団
岡山県岡山市北区平田408-1

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
みずしま検診クリニック
岡山県倉敷市水島高砂町5-15

随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）岡村一心堂病院
岡山県岡山市東区西大寺南2-1-7

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
岡山東中央病院
岡山県岡山市中区倉田677-1

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484

社会医療法人鴻仁会セントラル・クリ
ニック伊島
岡山県岡山市北区伊島北町7-5

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）養寿会岡山中央放射線診療所
岡山県岡山市北区野田屋町1-6-20

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

（医）緑風会岡山大福クリニック
岡山県岡山市南区大福393-1

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
岡山中央診療所健康管理センター
岡山県岡山市北区柳町1-13-7

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

2/10



〔様式７〕

件名又は品目 契約年月日 契約金額（円） 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約理由 備考

平成26年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　鈴木　啓三郎
岡山市北区本町６－３６　第一セントラルビル８階

予定数量：1,200人
予定調達金額　13,780,800円

予定数量：850人
予定調達金額　9,761,400円

予定数量：7,200人
予定調達金額　82,684,800円

予定数量：5,400人
予定調達金額　62,013,600円

予定数量：2,940人
予定調達金額　33,762,960円

予定数量：1,440人
予定調達金額　16,536,960円

予定数量：2,400人
予定調達金額　27,561,600円

予定数量：1,220人
予定調達金額　14,010,480円

予定数量：640人
予定調達金額　7,349,760円

社会医療法人水和会水島中央病院
岡山県倉敷市水島青葉町4-5

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）創和会しげい病院
岡山県倉敷市幸町2-30

随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
一般財団法人淳風会倉敷第一病院
岡山県倉敷市老松町5-3-10

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）水清会水島第一病院
岡山県倉敷市神田2-3-33

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484

（医）社団新風会玉島中央病院
岡山県倉敷市玉島中央町1-4-8

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）協愛会倉敷シティ病院
岡山県倉敷市児島阿津2-7-53

随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）誠和会倉敷紀念病院
岡山県倉敷市中島831

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
川崎医科大学附属病院
岡山県倉敷市松島577

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（財）仁厚医学研究所　児島中央病院
岡山県倉敷市児島小川町3685

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約
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〔様式７〕

件名又は品目 契約年月日 契約金額（円） 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約理由 備考

平成26年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　鈴木　啓三郎
岡山市北区本町６－３６　第一セントラルビル８階

予定数量：1,600人
予定調達金額　18,374,400円

予定数量：6,600人
予定調達金額　75,794,400円

予定数量：2,400人
予定調達金額　27,561,600円

予定数量：16,510人
予定調達金額　189,600,840円

予定数量：1,470人
予定調達金額　16,881,480円

予定数量：300人
予定調達金額　3,445,200円

予定数量：6,000人
予定調達金額　68,904,000円

予定数量：3,600人
予定調達金額　41,342,400円

予定数量：300人
予定調達金額　3,445,200円

＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
医療法人和香会倉敷スイートホスピタ
ル
岡山県倉敷市中庄3542-1

総合病院水島協同病院
岡山県倉敷市水島南春日町1-1

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

公益財団法人大原記念倉敷中央医療
機構倉敷中央病院総合保健管理セン
ター
岡山県倉敷市鶴形1-8-5

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

公益財団法人大原記念倉敷中央医療
機構倉敷中央病院倉敷リバーサイド病
院
岡山県倉敷市鶴の浦2-6-11

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484

医療法人和風会 中島病院
岡山県津山市田町122

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
一般財団法人倉敷成人病センター
岡山県倉敷市白楽町250

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日

随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
一般財団法人江原積善会ＥＳクリニック
岡山県津山市津山口308

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（財）津山慈風会 津山中央病院
岡山県津山市川崎1756

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
医療法人　平野同仁会
総合病院津山第一病院
岡山県津山市中島438

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約
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〔様式７〕

件名又は品目 契約年月日 契約金額（円） 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約理由 備考

平成26年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　鈴木　啓三郎
岡山市北区本町６－３６　第一セントラルビル８階

予定数量：900人
予定調達金額　10,335,600円

予定数量：1,200人
予定調達金額　13,780,800円

予定数量：1,200人
予定調達金額　13,780,800円

予定数量：3,000人
予定調達金額　34,452,000円

予定数量：8,400人
予定調達金額　96,465,600円

予定数量：1,190人
予定調達金額　13,665,960円

予定数量：296人
予定調達金額　3,399,264円

予定数量：1,200人
予定調達金額　13,780,800円

予定数量：480人
予定調達金額　5,512,320円

医療法人薬師寺慈恵会 薬師寺慈恵病
院
岡山県総社市総社1丁目17-25

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484

随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）清梁会高梁中央病院
岡山県高梁市南町53

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）社団清和会笠岡第一病院附属診
療所
岡山県笠岡市二番町2-9

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
医療法人社団恩誠会渡辺病院
岡山県新見市新見2032-15

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484

随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
大ヶ池診療所
岡山県備前市大内571-1

平成26年4月1日 ＠11,484

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
医療法人社団宇根本会 にいつクリニッ
ク
岡山県浅口郡里庄町大字新庄2929-1

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

医療法人草加草仁会草加病院
岡山県備前市西片上1122

社団法人赤磐医師会病院
岡山県赤磐市下市187-1

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

（医）紀典会北川病院
岡山県和気郡和気町和気277

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約
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〔様式７〕

件名又は品目 契約年月日 契約金額（円） 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約理由 備考

平成26年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　鈴木　啓三郎
岡山市北区本町６－３６　第一セントラルビル８階

予定数量：600人
予定調達金額　6,890,400円

予定数量：3,450人
予定調達金額　39,619,800円

予定数量：246人
予定調達金額　2,825,064円

予定数量：1,590人
予定調達金額　18,259,560円

予定数量：1,200人
予定調達金額　13,780,800円

予定数量：1,199人
予定調達金額　13,769,316円

予定数量：600人
予定調達金額　6,890,400円

予定数量：600人
予定調達金額　6,890,400円

予定数量：3,400人
予定調達金額　39,045,600円

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）平病院
岡山県和気郡和気町尺所438

＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）萌生会国定病院
岡山県浅口郡里庄町大字浜中93-141

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）みわ記念病院
岡山県浅口市金光町佐方80-1

平成26年4月1日

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）社団井口会総合病院落合病院
岡山県真庭市落合垂水251

＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
特定医療法人美甘会勝山病院
岡山県真庭市本郷1819

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
社会医療法人緑壮会金田病院
岡山県真庭市西原63

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
（医）敬和会近藤病院
岡山県真庭市勝山1070

総合病院岡山赤十字病院
岡山県岡山市北区青江2-1-1

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
独立行政法人労働者健康福祉機構岡
山労災病院
岡山県岡山市南区築港緑町1-10-25

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約
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〔様式７〕

件名又は品目 契約年月日 契約金額（円） 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約理由 備考

平成26年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　鈴木　啓三郎
岡山市北区本町６－３６　第一セントラルビル８階

予定数量：1,069人
予定調達金額　12,276,396円

予定数量：300人
予定調達金額　3,445,200円

予定数量：1,050人
予定調達金額　12,058,200円

予定数量：500人
予定調達金額　5,742,000円

予定数量：850人
予定調達金額　9,761,400円

予定数量：1,436人
予定調達金額　16,491,024円

予定数量：688人
予定調達金額　7,900,992円

予定数量：330人
予定調達金額　3,789,720円

予定数量：500人
予定調達金額　5,742,000円

随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
総合病院岡山赤十字病院玉野分院
岡山県玉野市築港5-16-25

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
総合病院岡山市立市民病院
岡山県岡山市北区天瀬6-10

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
倉敷市立児島市民病院
岡山県倉敷市児島駅前2-39

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
総合病院玉野市立玉野市民病院
岡山県玉野市宇野2-3-1

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
笠岡市立市民病院
岡山県笠岡市笠岡5628-1

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
井原市立井原市民病院
岡山県井原市井原町1186

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
備前市立備前病院
岡山県備前市伊部2245

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
高梁市国民健康保険成羽病院
岡山県高梁市成羽町下原301

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
真庭市国民健康保険湯原温泉病院
岡山県真庭市下湯原56

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約
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〔様式７〕

件名又は品目 契約年月日 契約金額（円） 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約理由 備考

平成26年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　鈴木　啓三郎
岡山市北区本町６－３６　第一セントラルビル８階

予定数量：240人
予定調達金額　2,756,160円

予定数量：230人
予定調達金額　2,641,320円

予定数量：4,460人
予定調達金額　51,218,640円

予定数量：21,050人
予定調達金額　241,738,200円

予定数量：6,600人
予定調達金額　75,794,400円

予定数量：600人
予定調達金額　6,890,400円

予定数量：5,800人
予定調達金額　66,607,200円

予定数量：21,870人
予定調達金額　251,155,080円

予定数量
動機付け支援：50人
積極的支援：40人
予定調達金額　1,328,400円

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
備前市国民健康保険市立日生病院
岡山県備前市日生町寒河2570-41

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
備前市国民健康保険市立吉永病院
岡山県備前市吉永町吉永中563-4

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
一般財団法人淳風会　健康管理セン
ター
岡山県岡山市北区大供2-3-1

随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
岡山県厚生農業協同組合連合会
岡山県岡山市北区磨屋町9-18

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
社会医療法人全仁会倉敷平成病院
岡山県倉敷市老松町4-3-38

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484

平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関
岡山済生会昭和町健康管理センター
岡山県岡山市北区昭和町12-15

平成26年4月1日 ＠11,484 健診実施機関
岡山済生会総合病院
岡山県岡山市北区伊福町1-17-18

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。

特定保健指導外部委託契約
動機付け支援＠7,560円
積極的支援＠23,760円

平成26年4月1日 随意契約

公益財団法人中国労働衛生協会津山
検診所
岡山県津山市戸島634-25

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

平成26年4月1日 ＠11,484 随意契約 平成27年3月31日 健診実施機関
岡山済生会昭和町健康管理センター
岡山県岡山市北区昭和町12-15

当該健診を実施するために必要な一定の基準
を設け、その基準を満たす医療機関について
健診実施機関として認めているものであり、会
計規程第２２条第１項に該当するため。

随意契約 平成27年3月31日生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約

生活習慣病予防健診等委託契約
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〔様式７〕

件名又は品目 契約年月日 契約金額（円） 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約理由 備考

平成26年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　鈴木　啓三郎
岡山市北区本町６－３６　第一セントラルビル８階

予定数量
動機付け支援：100人
積極的支援：100人
予定調達金額　1,542,900円

予定数量
動機付け支援：480人
積極的支援：480人
予定調達金額　11,849,280円

予定数量
動機付け支援：100人
積極的支援：100人
予定調達金額　3,132,000円

予定数量
動機付け支援：100人
積極的支援：20人
予定調達金額　1,231,200円

予定数量
動機付け支援：200人
積極的支援：150人
予定調達金額　4,011,500円

予定数量
動機付け支援：70人
積極的支援：30人
予定調達金額　1,242,000円

予定数量
動機付け支援：300人
積極的支援：300人
予定調達金額　9,396,000円

予定数量
動機付け支援：20人
積極的支援：50人
予定調達金額　1,339,200円

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。

特定保健指導外部委託契約 平成26年4月1日
動機付け支援＠7,560円
積極的支援＠23,760円

随意契約 平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。

平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関
総合病院岡山赤十字病院
岡山県岡山市北区青江2-1-1

特定保健指導外部委託契約 平成26年4月1日
動機付け支援＠6,172円
積極的支援＠18,514円

随意契約

岡山医療生活協同組合　総合病院岡
山協立病院
岡山県岡山市中区赤坂本町8-10

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。

特定保健指導外部委託契約 平成26年4月1日
動機付け支援＠6,172円
積極的支援＠18,514円

随意契約 平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関
岡山中央診療所健康管理センター
岡山県岡山市北区柳町1-13-7

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。

特定保健指導外部委託契約 平成26年4月1日
動機付け支援＠7,560円
積極的支援＠23,760円

随意契約 平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関

一般財団法人淳風会　健康管理セン
ター
岡山県岡山市北区大供2-3-1

特定保健指導外部委託契約 平成26年4月1日
動機付け支援＠6,172円
積極的支援＠18,514円

随意契約 平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関
（医）緑風会岡山大福クリニック
岡山県岡山市南区大福393-1

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。

特定保健指導外部委託契約 平成26年4月1日
動機付け支援＠7,560円
積極的支援＠23,760円

随意契約 平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関
（医）明芳会佐藤病院
岡山県岡山市南区築港栄町2-13

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。

特定保健指導外部委託契約 平成26年4月1日
動機付け支援＠7,560円
積極的支援＠23,760円

随意契約 平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関

医療法人和香会倉敷スイートホスピタ
ル
岡山県倉敷市中庄3542-1

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。

特定保健指導外部委託契約 平成26年4月1日
動機付け支援＠7,560円
積極的支援＠23,760円

随意契約 平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関
（医）誠和会倉敷紀念病院
岡山県倉敷市中島831

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。
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〔様式７〕

件名又は品目 契約年月日 契約金額（円） 契約方式
しゅん工又は

納入期限
施行又は
納入場所

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約理由 備考

平成26年度　随意契約に係る情報の公表

契約担当者の名称及び所在地

全国健康保険協会岡山支部
分任契約責任者　鈴木　啓三郎
岡山市北区本町６－３６　第一セントラルビル８階

予定数量
動機付け支援：30人
積極的支援：45人
予定調達金額　1,018,290円

予定数量
動機付け支援：200人
積極的支援：50人
予定調達金額　2,700,000円

予定数量
動機付け支援：100人
積極的支援：50人
予定調達金額　1,944,000円

予定数量
動機付け支援：50人
積極的支援：30人
予定調達金額　1,090,800円

予定数量
動機付け支援：200人
積極的支援：200人
予定調達金額　6,264,000円

特定保健指導外部委託契約 平成26年4月1日
動機付け支援＠6,172円
積極的支援＠18,514円

随意契約 平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関
（医）水清会水島第一病院
岡山県倉敷市神田2-3-33

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。

特定保健指導外部委託契約 平成26年4月1日
動機付け支援＠7,560円
積極的支援＠23,760円

随意契約 平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関
岡山クリニック
岡山県倉敷市笹沖461-1

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。

公益財団法人中国労働衛生協会津山
検診所
岡山県津山市戸島634-25

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。

特定保健指導外部委託契約 平成26年4月1日
動機付け支援＠7,560円
積極的支援＠23,760円

随意契約 平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関

大ヶ池診療所
岡山県備前市大内571-1

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。

一般財団法人江原積善会ＥＳクリニック
岡山県津山市津山口308

当該保健指導を実施するために必要な一定の
基準を設け、その基準を満たす医療機関につ
いて特定保健指導実施機関として認めているも
のであり、会計規程第２２条第１項に該当する
ため。

特定保健指導外部委託契約 平成26年4月1日
動機付け支援＠7,560円
積極的支援＠23,760円

随意契約 平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関

特定保健指導外部委託契約 平成26年4月1日
動機付け支援＠7,560円
積極的支援＠23,760円

随意契約 平成27年3月31日
特定保健指導

実施機関
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